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新旧対照表  
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 頁 修　正　前 修　正　後 修正理由

 1 

2 

3 

4 

5

業務一覧及び担当部・実施時期 

別表１－１のとおり

業務一覧及び担当部・実施時期 

別表１－２のとおり

玉野市の組織改編

に伴う修正

 6 

7 

8

部別・班別業務一覧 

別表２－１のとおり

部別・班別業務一覧 

別表２－２のとおり

玉野市の組織改編

に伴う修正

 13 災害時の体制 

組織図 

別図Ａ－１のとおり

災害時の体制 

組織図 

別図Ａ－２のとおり

玉野市の組織改編

に伴う修正

 14 

15

人員体制 

別表３－１のとおり

人員体制 

別表３－２のとおり

玉野市の組織改編

に伴う修正

 15 

16 

17 

18 

21

各部・班の分掌事務 

別表４－１のとおり

各部・班の分掌事務 

別表４－２のとおり

玉野市の組織改編

に伴う修正

 23 

24 

27 

28 

30 

31 

33 

35 

36 

38 

39 

41 

42 

44 

45 

46 

49 

53 

54 

55 

危機管理部 地域振興部 玉野市の組織改編

に伴う修正
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 56 

57 

59 

60 

61 

66 

67 

68 

69 

71 

72 

73 

75 

76 

77 

79 

81 

93 

98 

100 

104 

108

 23 

27 

28 

33 

34 

41 

46 

52 

53 

54 

55 

60 

61 

66 

79 

81 

100 

政策部 総合政策部 玉野市の組織改編

に伴う修正
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 102 

108

 25 

49 

56

協働推進班 協働・交通政策班 玉野市の組織改編

に伴う修正

 33 

34 

108

総合政策班 政策企画班 玉野市の組織改編

に伴う修正

 44 

93 

100 

101

健康増進班 健康医療班 玉野市の組織改編

に伴う修正

 44 

45 

96

契約管理班 契約・財産管理班 玉野市の組織改編

に伴う修正

 46 

49 

50 

56 

57 

82

総務部（協働推進班） 地域振興部（協働・交通政策班） 玉野市の組織改編

に伴う修正
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意思決定権者及び代理者 意思決定権者及び代理者 玉野市の組織改編

に伴う修正 
（略） 配備体制 意思決定権者 （略）

代理者 

（第２位）

 （略） （略） （略） （略） （略）

 （略） 注意体制 危機管理部長 
（公共施設交通防災監）

（略） （略）

 （略） 警戒体制 （略） （略） 危機管理部長 
（公共施設交通防災監）

 （略） 非常体制 （略） （略） 危機管理部長 
（公共施設交通防災監）

 
（略） 配備体制 意思決定権者 （略）

代理者 

（第２位）

 （略） （略） （略） （略） （略）

 （略） 注意体制 地域振興部長 
（削除）

（略） （略）

 （略） 警戒体制 （略） （略） 地域振興部長 
（削除）

 （略） 非常体制 （略） （略） 地域振興部長 
（削除）
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第１章　防災体制 

 

　第１節　防災組織・防災体制 

 

１　防災体制の確立 

第１章　防災体制 

 

　第１節　防災組織・防災体制 

 

１　防災体制の確立 

玉野市の組織改編

に伴う修正
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１　防災体制の確立 １　防災体制の確立 玉野市の組織改編

に伴う修正
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１　防災体制の確立 １　防災体制の確立 玉野市の組織改編

に伴う修正

 注意体制の確立

 STEP ☑ 部名 班名 活動内容

 １ □ 危機管理部 （略） （略）

 ２ □ （略）

 ３ □ 職員の参集状況を確認し、危機

管理部長に報告する。

 注意体制の確立

 STEP ☑ 部名 班名 活動内容

 １ □ 地域振興部 （略） （略）

 ２ □ （略）

 ３ □ 職員の参集状況を確認し、地域

振興部長に報告する。

 警戒体制の確立

 STEP ☑ 部名 班名 活動内容

 １ □ 危機管理部 （略） （略）

 ２ □ （略）

 ３ □ 職員の参集状況を確認し、危機

管理部長に報告する。

 警戒体制の確立

 STEP ☑ 部名 班名 活動内容

 １ □ 地域振興部 （略） （略）

 ２ □ （略）

 ３ □ 職員の参集状況を確認し、地域

振興部長に報告する。

 非常体制の確立

 STEP ☑ 部名 班名 活動内容

 １ □ 危機管理部 （略） （略）

 ２ □ （略）

 ３ □ 職員の参集状況を確認し、危機

管理部長に報告する。

 非常体制の確立

 STEP ☑ 部名 班名 活動内容

 １ □ 地域振興部 （略） （略）

 ２ □ （略）

 ３ □ 職員の参集状況を確認し、地域

振興部長に報告する。
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参考１　防災体制の種別と基準 参考１　防災体制の種別と基準 

玉野市の組織改編

に伴う修正

 

26

参考３　意思決定者及び職務代理者 

　■意思決定者 

 

　■市長に事故がある場合等の非常時の職務代理者 

参考３　意思決定者及び職務代理者 

■意思決定者 

 

　■市長に事故がある場合等の非常時の職務代理者 

玉野市の組織改編

に伴う修正
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　第２節　防災情報及び被害情報 
 
２　情報の収集・伝達 

第２節　防災情報及び被害情報 
 
２　情報の収集・伝達 

社名変更に伴う

修正

 種別 時期 配備要員 配備基準

 （略） （略） （略） （略）

 注意体制 警戒レベル３ 

高齢者等避難

の発令を検討

する段階

●危機管理部長 

（公共施設交通防災監） 

●（略） 

●（略） 

●（略）

（略）

 警戒体制 警戒レベル３ 

高齢者等避難

以上を発令す

る段階

●（略） 

●（略） 

●以下に示す班：班長及び班員 

　土木班、農林水産班、都市計画

班、水道班、下水道班、消防署

班、協働推進班、秘書広報班 

 

●（略）

（略）

 種別 時期 配備要員 配備基準

 （略） （略） （略） （略）

 注意体制 警戒レベル３ 

高齢者等避難

の発令を検討

する段階

●地域振興部長 

（削除） 

●（略） 

●（略） 

●（略）

（略）

 警戒体制 警戒レベル３ 

高齢者等避難

以上を発令す

る段階

●（略） 

●（略） 

●以下に示す班：班長及び班員 

　土木班、農林水産班、都市計画

班、水道班、下水道班、消防署

班、協働・交通政策班、秘書広

報班 

●（略）

（略）

 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位

 
（略） （略）

公共施設交通

防災監
－ －

 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位

 
（略）

公共施設交通

防災監
（略） （略） （略）

 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位

 
（略） （略） 地域振興部長 － －

 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位

 
（略） 地域振興部長 （略） （略） （略）

 STEP ☑ 部名 班名 活動内容

 気象情報の収集・伝達

 １ □ 危機管理部 （略） 県、西日本電信電話（株）、消

防庁から伝達される気象情報

を受領する。

 STEP ☑ 部名 班名 活動内容

 気象情報の収集・伝達

 １ □ 地域振興部 （略） 県、ＮＴＴ西日本（株）、消防

庁から伝達される気象情報を

受領する。
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第２章　緊急活動 

 

第３節　避難及び避難所の設置運営計画 

 

３　指定避難所の運営体制 

参考 23　避難所の運営支援における留意事項 

1） （略） 
（新設） 
 

2）　避難の長期化等に対応し、プライバシーの確保状況、段ボールベ

ッド、パーティション等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利

用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等に

よる巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等

の状況、ごみ処理の状況など、避難者の健康状態や避難場所の衛

生状態の把握し、必要な措置を講じる。 
 

3）　（略） 
4）　（略） 
5）　新型コロナウイルス感染症を含めた感染症の濃厚接触者がいる場 

合は、個室や避難所で専用の避難スペースに誘導する。

第２章　緊急活動 

 

第３節　避難及び避難所の設置運営計画 

 

３　指定避難所の運営体制 

参考 23　避難所の運営支援における留意事項 

1）（略） 

2）避難所開設当初から状況に応じて、パーティションや段ボールベッ

ド等の簡易ベッドを設置するよう努める。 
3）避難の長期化等に対応し、プライバシーの確保状況、入浴施設設置

の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理

栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、

配食等の状況、ごみ処理の状況など、避難者の健康状態や避難場所

の衛生状態を把握し、栄養バランスのとれた適温の食事や、入浴、

洗濯等の生活に必要となる水の確保、福祉的な支援の実施など、必

要な措置を講じる。 
4）（略） 
5）（略） 
6）　 感染症の濃厚接触者がいる場合は、個室や避難所で専用の避難

スペースに誘導する。

岡山県地域防災計

画の改訂に伴う修

正
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参考 24　家庭動物等の収容対策 
1） （略） 
2） （略） 
3） 関係機関との連携 

必要に応じ、避難所における被災ペットのための避難スペースの

確保等に努めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な

支援が受けられるよう、連携に努める。 
4） 家庭動物の衛生対策等 

指定避難所に同行避難してきた被災ペットについて、動物伝染病

予防等衛生管理を含めた災害時における動物の管理について、必

要な措置を講ずる。

参考 24　家庭動物等の収容対策 
1） （略） 
2） （略） 
3） 関係機関との連携 

必要に応じ、被災者支援等の観点から避難所における家庭動物の

ための避難スペースの確保等に努めるとともに、獣医師会や動物

取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努める。 

4） 家庭動物の衛生対策等 
指定避難所に同行避難してきた家庭動物について、動物伝染病予

防等衛生管理を含めた災害時における動物の管理について、獣医

師会等と連携し必要な措置を講ずる。

岡山県地域防災計

画の改訂に伴う修

正
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第４章　民生安定活動 

 

　第８節　防疫及び保健衛生計画 

 

業務一覧と実施時期の目安 

第４章　民生安定活動 

 

　第８節　防疫及び保健衛生計画 

 

業務一覧と実施時期の目安 

玉野市の組織改編

に伴う修正 

表記の修正

 No. 業務 担当 実施時期の目安

 １ 防疫 ○市民生活部（環境保全班） 
○健康福祉部部（健康増進班）

（略）

 ２ 健康管理 （略） （略）

 No. 業務 担当 実施時期の目安

 １ 防疫 ○市民生活部（環境保全班） 
○健康福祉部（健康医療班）

（略）

 ２ 健康管理 （略） （略）


